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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】令和3年8月12日(2021.8.12)

【公開番号】特開2019-218606(P2019-218606A)
【公開日】令和1年12月26日(2019.12.26)
【年通号数】公開・登録公報2019-052
【出願番号】特願2018-117053(P2018-117053)
【国際特許分類】
   Ｃ２２Ｃ   1/10     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  32/00     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  35/30     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   1/00     (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  26/342    (2014.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｃ    1/10     　　　Ｅ
   Ｃ２２Ｃ   32/00     　　　Ｎ
   Ｃ２２Ｃ   32/00     　　　Ｐ
   Ｃ２２Ｃ   32/00     　　　Ｂ
   Ｃ２２Ｃ    1/10     　　　Ｚ
   Ｂ２３Ｋ   35/30     ３４０Ｌ
   Ｂ２３Ｋ   35/30     ３４０Ｍ
   Ｂ２３Ｋ   35/30     ３４０Ｚ
   Ｂ２２Ｆ    1/00     　　　Ｌ
   Ｂ２２Ｆ    1/00     　　　Ｍ
   Ｂ２３Ｋ   26/342    　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年5月10日(2021.5.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｎｉ，Ｃｏ，Ｃｕ系基金属もしくはこれらの合金を用いた金属粉末材料と、
　自己潤滑剤粉末の表面にＮｉ，Ｃｒの少なくとも１つを塗布又はタングステンクラッド
した潤滑材料と、
を有し、基材金属中に分散させたことを特徴とする自己潤滑複合材。
【請求項２】
　前記自己潤滑剤粉末は、グラファイト粉末、ＢＮ，ＭｏＳ２，ＷＳ２，Ｃｒ２Ｏ３の群
から選択される少なくとも１つであることを特徴とする、請求項１に記載の自己潤滑複合
材。
【請求項３】
　さらに、ＮｂＣ，ＷＣ，ＺｒＣの少なくとも１つの炭化物から構成される金属炭化物を
含むことを特徴とする、請求項１又は２に記載の自己潤滑複合材。
【請求項４】
　前記金属粉末端末は７０～３０体積％、前記潤滑材料は３０～４０体積％、前記金属炭
化物は、０～３０体積％含むことを特徴とする、請求項１から３のいずれか１つに記載の
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自己潤滑複合材。
【請求項５】
　前記潤滑材料は、３０～１５０μｍの粒度のグラファイト粉末を用いて、５０～２５０
μｍの大きさに構成されていることを特徴とする、請求項１から４のいずれか１つに記載
の自己潤滑複合材。
【請求項６】
　Ｎｉ，Ｃｏ，Ｃｕ系基金属もしくはこれらの合金を用いた金属粉末材料と、
　自己潤滑剤粉末の表面にＮｉ，Ｃｒの少なくとも１つを塗布又はタングステンクラッド
した潤滑材料と、
　ＮｂＣ，ＷＣ，ＺｒＣの少なくとも１つの炭化物から構成される金属炭化物を、
　基材の溶融プール上に落下させて肉盛層を形成させることを特徴とする、肉盛層の形成
方法。
【請求項７】
　前記基材は、前記基材にレーザを照射することにより形成されるレーザ溶接であること
を特徴とする、請求項６ に記載の肉盛層の形成方法。
【請求項８】
　前記基材の溶融プールは、前記基材にプラズマを照射することにより形成されるレーザ
溶接であることを特徴とする、請求項６に記載の肉盛層の形成方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の第２ 態様によれば、前記自己潤滑剤粉末は、グラファイト粉末、ＢＮ，Ｍｏ
Ｓ２，ＷＳ２， Ｃｒ２Ｏ３の群から選択される少なくとも１つであることを特徴とする
、第１態様の自己潤滑複合材を提供する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本実施形態にかかる自己潤滑複合材は、Ｎｉ，Ｃｏ，Ｃｕ系基金属もしくはこれらの合
金を用いた金属粉末材料と、グラファイト粉末の表面にＮｉ，Ｃｒの少なくとも１つを塗
布又はタングステンクラッドしたグラファイト材料と、ＮｂＣ，ＷＣ，ＺｒＣの少なくと
も１つの炭化物から構成される金属炭化物を有する。そして、この自己潤滑複合材は、レ
ーザ溶接法又はプラズマ溶接法により基材に形成された溶融プール上に落下させることに
より、基材表面に肉盛層として形成される。なお、上記構成において、グラファイト材料
は、潤滑材料の一例に相当し、グラファイト粉末は、自己潤滑材粉末の一例に相当する。
潤滑材料に用いられる自己潤滑材料としては、グラファイト粉末のほか、ＢＮ，ＭｏＳ２

，ＷＳ２， Ｃｒ２Ｏ３などの粉末材料から少なくとも１つを用いることができる。
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